
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
廃
石
綿
等
の
範
囲
に
つ
い
て
、
発
生
源
を
建
築
物
そ
の
他
工
作
物
と
す
る
こ
と
。
（
第

二
条
の
四
第
五
号
ヘ
関
係
）

二

石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又

は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
、
破
砕
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
か
つ
、
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ

の
な
い
よ
う
に
他
の
物
と
区
分
し
て
、
収
集
し
、
又
は
運
搬
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
一
号
ホ
及
び
第
六
条

第
一
項
第
一
号
ロ
関
係
）

三

石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場

所
に
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
、
仕

切
り
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
一
号
ト
、
ヌ
及
び
同
条
第
二
号
ト

並
び
に

（1）

第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
、
ヘ
及
び
同
項
第
二
号
ニ

関
係
）

（1）



四

石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う
場
合
に
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又

は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
な
く
す
る
方
法
と
し
て
環

境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
収
集
又
は
運
搬
の
た
め
必
要
な
破
砕
又
は
切
断
で
あ

っ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
二
号
ト

及
び
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ

関
係
）

(2)

(2)

五

石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
最
終
処
分
場
（
第
五
条
第
二
項

又
は
第
七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
限
る
。
）
の
う
ち
の
一
定
の
場
所

に
お
い
て
、
か
つ
、
当
該
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
分
散
し
な
い
よ
う
に
行
う
と
と
も
に
、

埋
め
立
て
る
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
が
埋
立
地
の
外
に
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に

、
そ
の
表
面
を
土
砂
で
覆
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
三
号
チ
及
び
第
六
条
第
一
項
第

三
号
ヨ
関
係
）

六

石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
四
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
、
又
は
再
生
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
す
る
こ
と
。
（



第
三
条
第
三
号
リ
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
ム
関
係
）

七

一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
に
係
る
特
例
に
つ
い
て
、
認
定
証
の
交
付
及
び
休
廃
止
等
の
届
出
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
十
一
、
第
五
条
の
十
二
及
び
第
七
条
の
七
関
係
）

八

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
の
対
象
及
び
当
該
許
可
に
当
た
っ
て
市
町
村
長
の
意
見
聴
取
等
の
手
続
を
要
す
る

施
設
と
し
て
、
廃
石
綿
等
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
溶
融
施
設
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
及
び
第
七
条
の
二
関

係
）

九

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

船
舶
か
ら
海
域
の
埋
立
場
所
等
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
第
一
の
四
及
び
六
又
は
第
一
の
五
に
よ
り
排
出
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
七
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
等
に
係
る



被
害
の
防
止
の
た
め
の
大
気
汚
染
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
八
月
九
日
）
か
ら
施

行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。
（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
関
係
）


